
 

1頁 

○
総
務
省
令
第
九
十
三
号 

 

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
務
大
臣 

松
本 

剛
明 

 
 

 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ

。
）

を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順

次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分

に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 



 

2頁 

  
 

 

改 
 

正 
 

後 
 

改 
 

正 
 

前 
（
提
供
条
件
の
説
明
） 

（
提
供
条
件
の
説
明
） 

第
二
十
二
条
の
二
の
三 

［
略
］ 

第
二
十
二
条
の
二
の
三 

［
同
上
］ 

［
２ 

略
］ 

［
２ 

同
上
］ 

３ 

提
供
条
件
概
要
説
明
は
、
説
明
事
項
等
（
基
本
説
明
事
項
又
は
前
項
各
号
に
定
め
る
事
項
を
い
い
、
電
気
通

信
事
業
者
が
自
ら
提
供
条
件
概
要
説
明
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
法
第
十
一
条
第

一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
登
録
番
号
又
は
第
九
条
第
十
五
項
若
し
く
は
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
届

出
番
号
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
分
か
り
や
す
く
記
載
し
た
書
面
（
カ
タ
ロ
グ
、
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
等
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
説
明
書
面
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
利
用
者
が
、
説
明
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
説
明
す
る
こ
と
に

了
解
し
た
と
き
（
利
用
者
が
電
話
に
よ
り
そ
の
意
思
を
表
示
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
説
明
書
面
の
交
付
に
代

え
て
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
説
明
す
る
こ
と
を
求
め
た
と
き
（
そ
の
理
由
が
、
書
面
の
交
付
を
求
め

な
い
こ
と
を
条
件
と
し
た
利
益
の
供
与
で
あ
る
と
き
又
は
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
る
誘
導
に
起
因
す
る
も
の
で

あ
る
と
き
を
除
く
。
）
）
は
、
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

［
同
上
］ 

［
一
～
三 

略
］ 

［
一
～
三 

同
上
］ 

四 

説
明
事
項
等
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
交
付
す
る
方
法 

四 

説
明
事
項
等
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
の
記
録
媒
体
を
交
付
す
る
方

法 

［
五
・
六 

略
］ 

［
４
～
６ 

略
］ 

［
五
・
六 

同
上
］ 

［
４
～
６ 

同
上
］ 

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
） 

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
） 

第
二
十
二
条
の
二
の
五 

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
二
条
の
二
の
五 

［
同
上
］ 

［
一
～
三 

略
］ 

［
一
～
三 

同
上
］ 

四 

記
載
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
交
付
す
る
方
法 

四 

記
載
事
項
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
の
記
録
媒
体
を
交
付
す
る
方
法 

［
２
・
３ 

略
］ 

［
２
・
３ 

同
上
］ 

 

（
書
面
解
除
に
伴
い
当
該
書
面
解
除
を
し
た
者
が
支
払
う
べ
き
金
額
） 

 

（
書
面
解
除
に
伴
い
当
該
書
面
解
除
を
し
た
者
が
支
払
う
べ
き
金
額
） 

第
二
十
二
条
の
二
の
九 

法
第
二
十
六
条
の
三
第
三
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額

に
こ
れ
に
対
す
る
法
定
利
率
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
額
を
加
算
し
た
金
額
を
限
度
と
す
る
。 

第
二
十
二
条
の
二
の
九 

［
同
上
］ 

 

［
一 

略
］ 

 

［
一 

同
上
］ 

 

二 

書
面
解
除
に
係
る
電
気
通
信
役
務
が
仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
（
移
動
端
末
設
備
（
携
帯
電 

 

話
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
又
は
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
八
、
第
四
十
九
条
の
二
十
九
若
し
く
は
第
四
十

九
条
の
二
十
九
の
二
で
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

用
い
て
利
用
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
で
あ
つ
て
、
一
端
が
無
線
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
に

移
動
端
末
設
備
を
接
続
す
る
利
用
者
に
対
し
、
当
該
電
気
通
信
役
務
に
係
る
基
地
局
を
設
置
せ
ず
に
提
供
さ

れ
る
も
の
（
当
該
電
気
通
信
役
務
に
係
る
利
用
者
料
金
の
設
定
権
を
有
す
る
者
が
提
供
す
る
も
の
に
限

る
。
）
を
い
う
。
第
二
十
二
条
の
二
の
十
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
電
気
通
信
役
務
を
提
供

す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
又

二 

書
面
解
除
に
係
る
電
気
通
信
役
務
が
仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
（
移
動
端
末
設
備
（
携
帯
電
話
、
Ｐ

Ｈ
Ｓ
端
末
又
は
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
八
若
し
く
は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
で
定
め
る
条
件
に

適
合
す
る
無
線
設
備
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
用
い
て
利
用
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
で

あ
つ
て
、
一
端
が
無
線
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
移
動
端
末
設
備
を
接
続
す
る
利
用
者
に

対
し
、
当
該
電
気
通
信
役
務
に
係
る
基
地
局
を
設
置
せ
ず
に
提
供
さ
れ
る
も
の
（
当
該
電
気
通
信
役
務
に
係

る
利
用
者
料
金
の
設
定
権
を
有
す
る
者
が
提
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
第
二
十
二
条
の
二
の
十
五

に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
次
の
イ
又
は
ロ
に

掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額
に
相
当
す
る
額
（
当
該
額



 

3頁 

は
ロ
に
定
め
る
額
に
相
当
す
る
額
（
当
該
額
が
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
用
い
る
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
（
第

二
十
三
条
の
九
の
五
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
供

に
要
す
る
費
用
の
額
と
し
て
当
該
電
気
通
信
役
務
の
利
用
者
に
対
し
通
常
請
求
さ
れ
る
費
用
の
額
を
超
え
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
通
常
請
求
さ
れ
る
費
用
の
額
） 

が
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
用
い
る
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
（
第
二
十
三
条
の
九
の
五
第
一
項
第
三
号
に
規
定

す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
供
に
要
す
る
費
用
の
額
と
し
て
当
該
電
気
通
信

役
務
の
利
用
者
に
対
し
通
常
請
求
さ
れ
る
費
用
の
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
通
常
請
求
さ
れ
る

費
用
の
額
） 

 

［
イ
・
ロ 
略
］ 

 

［
イ
・
ロ 

同
上
］ 

 

［
三
～
五 

略
］ 

 

［
三
～
五 

同
上
］ 

 

（
利
用
者
の
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
が
大
き
い
電
気
通
信
役
務
に
係
る
電
気
通
信
業
務
の
休
止
及
び
廃
止
に
関
す

る
届
出
） 

 

（
利
用
者
の
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
が
大
き
い
電
気
通
信
役
務
に
係
る
電
気
通
信
業
務
の
休
止
及
び
廃
止
に
関
す

る
届
出
） 

第
二
十
二
条
の
二
の
十
一 

法
第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
電
気
通

信
業
務
の
休
止
又
は
廃
止
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
二
条
の
二
の
十
一 

［
同
上
］ 

一 

第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
並
び
に
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
う
ち
、
第
二
種
適
格
電
気
通
信

事
業
者
が
提
供
す
る
も
の
及
び
法
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
の
周
知
を
開
始
す
る
日
の
属
す
る
四
半
期
の
直

前
の
四
半
期
末
に
お
け
る
当
該
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
契
約
数
が
三
十
万
を
超
え
る
電
気
通
信
事

業
者
が
提
供
す
る
も
の
（
た
だ
し
、
他
の
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
て
提
供
し
て
い
る
卸
電
気
通
信
役
務
を

除
く
。
）
に
係
る
電
気
通
信
業
務
の
休
止
又
は
廃
止 

一 

基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
係
る
電
気
通
信
業
務
の
休
止
又
は
廃
止 

［
二
・
三 

略
］ 

［
二
・
三 

同
上
］ 

［
２ 

略
］ 

［
２ 

同
上
］ 

 

（
媒
介
等
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
） 

 

（
媒
介
等
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
） 

第
二
十
二
条
の
二
の
十
八 

電
気
通
信
事
業
者
は
、
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
等
の

業
務
及
び
こ
れ
に
付
随
す
る
業
務
（
以
下
「
媒
介
等
業
務
」
と
い
う
。
）
を
媒
介
等
業
務
受
託
者
に
委
託
す
る

場
合
に
は
、
当
該
媒
介
等
業
務
の
内
容
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

第
二
十
二
条
の
二
の
十
八 

［
同
上
］ 

一 

媒
介
等
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
す
る
者
に
当
該
媒
介
等
業
務
が
委

託
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委
託
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
さ
れ
る
た
め
の
措
置
で
あ

っ
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
も
の 

 

一 

媒
介
等
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
す
る
者
に
当
該
媒
介
等
業
務
が
委

託
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委
託
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
さ
れ
る
た
め
の
措
置 

 

イ 

媒
介
等
業
務
受
託
者
に
お
い
て
、
媒
介
等
業
務
に
係
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
そ
の
他
の
提
供

条
件
を
利
用
者
に
適
切
に
説
明
で
き
る
能
力
を
確
保
す
る
こ
と
。 

［
新
設
］ 

 

ロ 

媒
介
等
業
務
受
託
者
に
お
い
て
、
媒
介
等
業
務
に
係
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
利
用
者
か
ら
の
苦
情

及
び
問
合
せ
が
適
切
か
つ
迅
速
に
処
理
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
電
気
通
信
事
業
者
と
の
連
携
体
制
を
確
保

す
る
こ
と
。 

 

［
二
～
五 

略
］ 

 
［
二
～
五 

同
上
］ 

六 

媒
介
等
業
務
に
係
る
利
用
者
か
ら
の
苦
情
及
び
問
合
せ
が
適
切
か
つ
迅
速
に
処
理
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な

措
置 

六 
媒
介
等
業
務
に
係
る
利
用
者
か
ら
の
苦
情
が
適
切
か
つ
迅
速
に
処
理
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
措
置 

［
七
～
九 

略
］ 

 

［
七
～
九 
同
上
］ 

［
２ 

略
］ 

［
２ 

同
上
］ 

別
表 

電
気
通
信
役
務
の
種
類
（
第
二
十
二
条
の
二
の
三
第
一
項
第
三
号
ロ
関
係
） 

別
表 

電
気
通
信
役
務
の
種
類
（
第
二
十
二
条
の
二
の
三
第
一
項
第
三
号
ロ
関
係
） 

［
一
～
十
三 

略
］ 

 

［
一
～
十
三 

同
上
］ 



 

4頁 

備
考 

こ
の
表
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

備
考 

［
同
上
］ 

［
一 

略
］ 

 

［
一 

同
上
］ 

二 
無
線
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
専
用
サ
ー
ビ
ス 

携
帯
電
話
端
末
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に

用
い
ら
れ
る
無
線
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
用
い
て
、
又
は
一
端
が
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
と
接
続
さ
れ
る

無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
八
、
第
四
十
九
条
の
二
十
九
若
し
く
は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
で

定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
を
用
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
点
ま
で
の
間
の
通
信
を
媒
介
す

る
役
務
及
び
当
該
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
無
線
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
の
役
務
で
あ
つ
て
、
当
該
無
線
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
一
端
に
接
続
さ
れ
る
利
用
者

の
電
気
通
信
設
備
（
以
下
「
無
線
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者
設
備
」
と
い
う
。
）
に
よ
つ
て
音
声
伝
送
役
務

（
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
四
号
に
掲
げ
る
音
声
伝
送
携
帯
電
話
番
号
を
使
用
し
て
提
供
さ
れ
る
も
の
で

あ
つ
て
、
当
該
音
声
伝
送
携
帯
電
話
番
号
の
指
定
を
受
け
て
提
供
さ
れ
る
も
の
又
は
当
該
指
定
を
受
け
た
電

気
通
信
事
業
者
か
ら
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
提

供
を
受
け
な
い
も
の 

 

二 

無
線
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
専
用
サ
ー
ビ
ス 

携
帯
電
話
端
末
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に

用
い
ら
れ
る
無
線
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
用
い
て
、
又
は
一
端
が
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
と
接
続
さ
れ
る

無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
八
若
し
く
は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
で
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
無
線

設
備
を
用
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
点
ま
で
の
間
の
通
信
を
媒
介
す
る
役
務
及
び
当
該
役
務
の
提
供

に
用
い
ら
れ
る
無
線
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
の
役
務

で
あ
つ
て
、
当
該
無
線
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
一
端
に
接
続
さ
れ
る
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
（
以
下
「
無

線
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者
設
備
」
と
い
う
。
）
に
よ
つ
て
音
声
伝
送
役
務
（
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第

四
号
に
掲
げ
る
音
声
伝
送
携
帯
電
話
番
号
を
使
用
し
て
提
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
音
声
伝
送
携
帯

電
話
番
号
の
指
定
を
受
け
て
提
供
さ
れ
る
も
の
又
は
当
該
指
定
を
受
け
た
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
卸
電
気
通

信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
提
供
を
受
け
な
い
も
の 

［
三
～
十 

略
］ 

 

［
三
～
十 

同
上
］ 

様
式

第
3
3
（

第
3
9
条

第
１

項
関

係
）

 

媒
介

等
の

業
務

届
出

書
 

［
略

］
 

 
［

注
１

～
５

 
略

］
 

 
 

６
 

委
託

を
受

け
る

電
気

通
信

事
業

者
若

し
く

は
媒

介
等

業
務

受
託

者
又

は
利

用
者

が
法

第
7
3
条

の
2
第

1
項

の
届

出
を

要
す

る
届

出
者

の
届

出
手

続
の

有
無

の
確

認
が

可
能

と
な

る
こ

と
で

、
苦

情
・

相
談

の
処

理
の

円
滑

化
及

び
電

気
通

信
事

業
者

か
ら

媒
介

等
業

務
受

託
者

へ
の

適
切

な
指

導
等

の
措

置
に

資
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
総

務
省

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

お
い

て
次

の
事

項
を

公
表

す
る

こ
と

と
す

る
。

 

・
届

出
者

の
氏

名
又

は
名

称
 

・
届

出
者

に
係

る
第

3
9
条

第
2
項

に
規

定
す

る
届

出
番

号
 

・
届

出
者

の
法

人
番

号
 

・
届

出
者

の
媒

介
等

の
業

務
に

係
る

電
気

通
信

役
務

 

・
媒

介
等

の
業

務
に

係
る

電
気

通
信

役
務

を
提

供
す

る
電

気
通

信
事

業
者

の
氏

名
又

は
名

称
 

 
 

［
７

・
８

 
略

］
 

様
式

第
3
3
（

第
3
9
条

第
１

項
関

係
）

 

媒
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等
の

業
務

届
出

書
 

［
同
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［

注
１

～
５

 
同
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６
 

委
託

を
受

け
る

電
気

通
信

事
業

者
若

し
く

は
媒

介
等

業
務

受
託

者
又

は
利

用
者

が
法

第
7
3
条

の
2
第

1
項

の
届

出
を

要
す

る
届

出
者

の
届

出
手

続
の

有
無

の
確

認
が

可
能

と
な

る
こ

と
で

、
苦

情
・

相
談

の
処

理
の

円
滑

化
及

び
電

気
通

信
事

業
者

か
ら

媒
介

等
業

務
受

託
者

へ
の

適
切

な
指

導
等

の
措

置
に

資
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
総

務
省

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

お
い

て
次

の
事

項
を

公
表

す
る

こ
と

と
す

る
。

 

・
届

出
者

の
氏

名
又

は
名

称
 

・
届

出
者

に
係

る
第

3
9
条

第
2
項

に
規

定
す

る
届

出
番

号
 

・
届

出
年

月
日

 

・
届

出
者

の
法

人
番

号
 

・
届

出
者

の
媒

介
等

の
業

務
に

係
る

電
気

通
信

役
務

 

 
 

［
７

・
８

 
同

左
］

 

 
 

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 



 

 

５頁 

附 

則 

 

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


